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平成 19年 1月 9

各 都 道 府 県 知 事  殿

厚生 労働省社会 ・援護 局障害保健福祉部

障 害 者 自立 支 援 法 に基 づ く指 定 相 談 支援 の 事 業 の

人 員 及 び 運 営 に 関す る基 準 に つ い て

障 害 者 自立 支 援 法 (平 成 17年 法 律 第 123号 。 以 下 「法 」 とい う。)

第 45条 の規 定 に基 づ く 「障 害 者 自立 支 援 法 に基 づ く指 定 相 談 支 援 の 事

業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る基 準 」(以 下 「基 準 」 とい う。)に つ い て は 、

平成 18年 9月 29日 厚 生 労 働 省 令 第 173号 を も つ て 公 布 され 、 平 成 18

年 10月 1日 よ り施 行 され た と こ ろで あ るが 、基 準 の趣 旨及 び 内容 は 下

記 の とお りで あ るの で 、 御 了 知 の 上 、 貴 管 内 市町 村 、 関係 機 関 等 に 周

知徹 底 を 図 る と と もに 、 そ の 運 用 に 遺 憾 の な い よ うに され た いぅ

第
一  基 準 の性 格

基 準 は 、指 定相 談 支 援 の 事 業 が そ の 目的 を達 成 す るた め 、必 要 な最

低 限 度 の 基 準 を 定 め た も の で あ り、 指 定 相 談 支援 事 業 者 は 、 常 に そ

の 事 業 の 運 営 の 向 上 に 努 め な けれ ば な らな い こ と。

号

　

日

記

2 指 定 相 談 支 援 事業 者 が 満 た す べ き基 準 を満 た さ な い 場 合 に は 、指 定



相 談支援 事業者 の指 定 を受 け られず 、 また、運営開始後 、基準 に違

反 す るこ とが明 らか になった場合 は、都 道府 県知事 の指導等 の対象

とな り、 この指導等 に従 わない場合 には、 当該指 定 を取 り消す こ と

ができるものであ るこ と。          ｀

指 定 相 談 支 援 事 業 者 が 運 営 に 関 す る基 準 に 従 つ て 事 業 の 運 営 を す

る こ とが で き な くな っ た こ とを理 由 と して 指 定 が 取 り消 され 、 法 に

定 め る期 間 の 経 過 後 に 再 度 当該 事 業 者 か ら指 定 相 談 支 援 事 業 所 に つ

い て の 指 定 の 申請 が な され た 場 合 に は 、 当該 事 業 者 が 運 営 に 関 す る

基 準 を遵 守 す る こ と を確 保 す る こ とに特 段 の 注 意 が 必 要 で あ り、 そ

の 改 善 状 況 等 が確 認 され な い 限 り指 定 を行 わ な い もの とす る こ と。

第 二 指 定 相 談 支 援 に 関 す る基 準

1 人 員 に 関す る基 準

(1)従 業 者 (基 準 第 3条 )

指 定相 談 支 援 事 業 者 は 、事 業 所 ご とに 必 ず 1人 以 上 の相 談 支 援 専 門

員 を置 く こ と を定 め た もの で あ る。

指 定相 談 支 援 事 業 所 に 置 くべ き相 談 支 援 専 門員 は 、原 則 と して 、サ

ー ビス提 供 時 間 帯 を 通 じて 当該 サ ー ビス 以 外 の職 務 に従 事 させ て は

な らな い。 こ の 場 合 の サ ー ビス提 供 時 間 帯 とは 、相 談 支 援 専 門 員 の

当該 事 業 所 に お け る 勤 務 時 間 を い う もの で あ り、 当 該 相 談 支 援 専 門

員 の 常 勤 ・非 常 勤 の 別 を 問 わ な い。

た だ し、指 定 相 談 支 援 の業 務 に 支 障 が な い 場 合 にお い て は 、相 談 支

援 専 門 員 を 当該 指 定 相 談 支援 事 業 所 の 他 の 業 務 又 は 他 の 事 業 所 ・施

設 等 の 業 務 等 に従 事 させ る こ とが で き る。

これ は 、例 え ば 、指 定 相 談 支 援 の サ ー ビス 提 供 時 間 常 に お い て 、指

定 相 談 支 援 の 業 務 に 支 障 が な い 場 合 は 、 ツキ該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の

管 理 者 や 、 併 設 す る 事 業 所 の 業 務 牛 に 従 事 す る こ とが で き る こ と を



い う。

(2)管 理 者 (基 準 第 4条 )

指 定 榊 談 支 援 事 業 所 の 管 理 者 は 、 原 則 と して 専 ら 当該 事 業 所 の管

理 業 務 に 従 事 す る もの とす る。 た だ し、 当該 事 業 所 の 管 理 業 務 に支

障 が な い と き は 、 当該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 他 の 業 務 や 、 併 設 す る

事 業 所 の 業 務 等 を兼 ね る こ とが で き る もの とす る。 な お 、管 理 者 は 、

指 定相 談 支 援 の従 業者 で あ る必 要 は な い もの で あ る。

2 運 営 に 関 す る基 準

(1)内 容 及 び 手 続 の説 明及 び 同 意 (基 準 第 5条 )

指 定相 談 支 援 事 業 者 は 、利 用 者 に 対 し適 切 な 指 定 相 談 支 援 を提 供 す

るた め 、 そ の 提 供 の 開 始 に 際 し、 あ らか じめ 、利 用 申 込 者 に 対 し、

当該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 運 営 規 程 の概 要 、 従 業 者 の 勤 務 体 制 、事

故 発 生 時 の 対 応 、 苦 情 処 理 の 体 制 等 の利 用 申 込 者 が サ ー ビス を選 択

す るた め に 必 要 な 重 要 事 項 に つ い て 、利 用 者 の 障 害 の 特 性 に応 じ、

適 切 に 配 慮 され た わ か りや す い 説 明 書 や パ ン フ レ ッ ト等 の 文 書 を交

付 して懇 切 丁 寧 に説 明 を行 い 、 当該 事 業 所 か ら指 定 相 談 支 援 の 提 供

を受 け る こ とに つ き、 当該 利 用 申 込 者 の 同 意 を得 な け れ ば な らな い

こ と と した も の で あ る。

な お 、利 用 者 及 び 指 定相 談 支 援 事 業 所 双 方 の保 護 の 立 場 か ら書 面 に

よ っ て確 認 す る こ とが 望 ま しい も の で あ る。

ま た 、利 用 者 との 間 で 当該 指 定 相 談 支 援 の提 供 に係 る契 約 が成 立 し

た と き は 、利 用 者 の 障 害 の 特 性 に 応 じた 適 切 な配 慮 を も っ て 、 社 会

福 祉 法 (昭 和 26年 法 律 第 45号 )第 77条 第 1項 の 規 定 に 基 づ き 、

①  当 該 事 業 の経 営者 の名 称 及 び 主 た る事 務 所 の 所 在 地

②  当 該 事 業 の経 営者 が提 供 す る指 定相 談 支 援 の 内 容

③  当 該 指 定 相 談 支 援 の 提 供 に つ き利 用 子 が 支 払 うべ き額 に 関 す

る事 項

0 指 定相 談 支援 の提 供 開 始 年 月 日



⑤  指 定 相 談 支 援 に 係 る 苦 情 を受 け小1‐け る た め の 窓 口 を記 載 した

書面 を交付 す る こ と。

な お 、 利 用 者 の 承 諾 を得 た 場 合 に は 当該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を

電 子 情 報 処 理 組 織 を使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の技 術 を利 用 す

る方 法 に よ り提 供 す る こ とが で き る。

(2)契 約 内容 の報 告 等 (基 準 第 6条 )

指 定相 談 支援 事 業 者 は 、指 定 相 談 支援 の提 供 に係 る契 約 が成 立 し

時 は 、 遅 滞 な く 市 町 村 に 対 し契 約 成 立 の 旨 を 報 告 しな けれ ば な ら

い こ と と した もの で あ る。

ま た 、指 定相 談 支 援 事 業 者 が 計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 に対 して サ ー ビ

ス利 用 計 画 作 成 を行 っ た と き は 、 市 町 村 に そ の 写 し を遅 滞 な く提 出

しな けれ ば な らな い こ と と して い る。

(3)提 供拒否 の禁止 (基準第 7条 )

指 定相 談支援 事業者 は、原則 として、利 用 申込 み に対 して応 じな

けれ ばな らない こ とを規 定 した もので あ り、特 に、障害程度 区分や

所 得 の多寡 を理 由にサー ビスの提供 を拒否す るこ とを禁止す るもの

で ある。提供 を拒 む こ とので きる正 当な理 由が有 る場合 とは、

①  当 該事業所 の現員 か らは利用 申込 に応 じきれ ない場合

② 利 用 申込者 の居 住 地 が 当該事業所 の通 常の事業 の実施地域外

である場合

③  当 該事業所 の運 営規程 にお いて 主た る対象 とす る障害 の種類

を定めてい る場合で あ って、これ に該 当 しない者 か ら利用 中込が

あった場合

④  そ の他利用 中込者 に対 し自ら適切 な指 定相 談 支援 を提供 す る

こ とが困難 な場合

等 である。
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(4)サ ー ビス提供 困難 時の対応 (基準第 8条 )

指定相 談支援 事業者 は、基準第 7条 の正 当な理由に よ り、利用 申込

者 に対 し自ら適 切 な指 定榊 談支援 を提供す ることが困難 で あ る と認

めた場合 には、基準第 8条 の規定に よ り、適 当な他 の指定相談支援

事業者等 の紹介 その他 の必要な措 置 を速や かに講 じな けれ ばな らな

い もので ある。

(5)受 給 資 格 の確 認 (基 準 第 9条 )

指 定 相 談 支 援 の 利 用 に係 るサ ー ビス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 を 受 け

る こ とが で き る の は 、 計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 に 限 られ る も の で あ る

こ とを踏 ま え 、 指 定 相 談 支 援 事 業 者 は 、 指 定 相 談 支 援 の提 供 の 開 始

に 際 し、 計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 の 提 示 す る受 給 者 証 に よ っ て 、 計 画

作 成 対 象 障 害 者 等 で あ る こ と、 支 給 決 定 の 有 無 及 び 支 給 決 定 の 有 効

期 間 、支 給 量 等 サ ー ビス利 用 計 画 作 成 に 当 た り必 要 な 事 項 を確 か め

な けれ ば な らな い こ と と した もの で あ る。

(6)支 給 決 定 の 申請 に係 る援 助 (基 準 第 10条 )

基 準 第 10条 は 、利 用 者 の 支 給 決 定 に係 る支 給 期 間 の 終 了 に 伴 い 、

引 き続 き 当該 利 用 者 が サ ー ビス を利 用 す る意 向 が あ る場 合 に は 、 市

町 村 の 標 準 処 理 期 間 を 勘 案

が 支 給 申 請 を 行 う こ と が で

こ と を 定 め た も の で あ る。

あ らか じめ 余 裕 を も つ て 当 該 利 用 者

よ う申 請 勧 奨 等 の 必 要 な援 助 を行 う

ヽ
　

る
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き

(7)身 分 を証 す る 書 類 の携 行 (基 準 第 11条 )

利 用 者 等 が安 心 して 指 定 相 談 支 援 の 提 供 を受 け られ る よ う、指 定 相

談 支 援 事 業 者 は 、 当 該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 従 業 者 に 身 分 を 明 らか

に す る証 書 や 名 札 等 を携 行 させ 、 初 回 訪 問 時 及 び 利 用 者 又 は そ の 家

族 か ら求 め られ た と き は 、 これ を提 示 す べ き 旨 を指 導 しな け れ ば な

らな い こ と と した もの で あ る。

5



な お 、こ の証 書 等 に は 、当該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の名 称 、当該 従 業

者 の 氏 名 を記 載 す る もの と し、 当該 従 業 者 の 写 真 の 姑 付 や 職 能 の記

載 を行 うこ とが 望 ま しい。

(8)サ ー ビス利用計画作成 費 の額等 の受領 (基準第 12条 )

①  法 定代理受領 を行 わない場合

基準第 12条 第 1項 は、指定相談支援 事業者 が、法定代理受領 を

行 わない指定相談支援 を提供 した際 には、計画作成 対象障害者等か

ら法第 32条 第 2項 に規 定す る厚生労働 大臣が定め る基準に よ り算

定 したサー ビス利 用 計画 作成 費 の額 の支払 を受 け る こととした も

のであ る。

②  交 通費 の受領

同条第 2項 は、指 定相 談支援 の提供 に関 して、前項の支払 を受 け

る額 の ほか、計画作成対象 障害者等 の選 定に よ り通 常の事業 の実施

地域 以外 の地域 の居 宅 にお いて指 定相 談支援 を行 う場合 の交通費

(移動 に要す る実費)の 支払 を計画作成対象障害者 等 か ら受 けるこ

とがで きるこ とと した ものである。

③ 領 収 証 の交付

同条第 3項 は、前 2項 の規 定に よる額 の支払 を受 けた場合 には、

計画作成 対象 障害者 等 に対 して領収 証 を交付 す る こ とと した もの

である。

④ 利 用者 の事前の同意

同条第 4項 は、同条第 2項 の費用 の額 に係 るサー ビスの提供 に当

た つては、あ らか じめ、計 画作成対象障害者等 に対 し、当該サー ビ

ス の内容及び費用 につ いて説 明を行 い、計画作成 対象 障害者等 の同

意 を得 る こととした ものであ る。

(9)利 用 者 負 担 額 に係 る管 rll(第 13条 )

指 定 相 談 支援 事 業 者 は 、利 用 者 負 担 額 に係 る管 理 を 行 うこ と と され
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その具体 的 な取扱 いについては 、別 途通知す る ところに よる

す る。

(10)サ ー ビス利 用 計 画 作 成 費 の額 に係 る通 知 等 (基 準 第 14条 )

①  利 用 者 へ の通 知

基 準 第 14条 第 1項 は 、指 定相 談 支 援 事 業 者 は 、 市 町 村 か ら法 定

代 理 受 領 に よ り指 定 相 談 支 援 に係 る サ ー ビス利 用 計 画 作 成 費 の 支

給 を受 け た 場 合 に は 、計 画 作成 対 象 障 害 者 等 に対 し、当該 計 画 作 成

対 象 障 害 者 等 に係 る サ ー ビス利 用 言十画 作 成 費 の 額 を 通 知 す る こ と

と した もの で あ る。

②  サ ー ビス 提 供 証 明 書 の利 用者 へ の 交 付

同条 第 2項 は 、 基 準 第 12条 第 1項 の 規 定 に よ る額 の 支 払 を受 け

た 場 合 に は 、 提 供 した 指 定相 談 支 援 の 内 容 、 費 用 の 額 そ の他 計 画

作 成 対 象 障 害 者 等 が 市町 村 に 対 しサ ー ビス 利 用 計 画 作 成 費 を 請 求

す る上 で 必 要 と認 め られ る事 項 を記 載 した サ ー ビス提 供 証 明 書 を

交付 しな けれ ば な らな い こ と と した も の で あ る。

(11)指 定相 談 支援 の 具 体 的 取 扱 方 針 (基 準 第 15条 )

利 用 者 に係 る ア セ ス メ ン トの 実施 、サ ー ビス利 用 計 画 の 作成 、サ ー

ビス担 当者 会 議 の 開 催 、 サ ー ビス利 用 計 画 の 実施 状 況 の把 握 な どの

指 定 相 談 支 援 を構 成 す る 一
連 の 業 務 の あ り方 及 び 当該 業 務 を行 う相

談 支 援 専 門 員 の 責 務 を 明 らか に した もの で あ る。

①  相 談 支 援 専門 員 に よ るサ ー ビス 利 用 計 画 の作 成 (第 1号 )

指 定 相 談 支援 事 業 所 の 管 理 者 は 、地 域 の利 用千 等 か らの 日常 生 活

全 般 の 相 談 に 関 す る 業 務 及 び サ ー ビス 利 用 計 lFiの作 成 に 関 す る業

務 を相 談 支 援 専 門 員 に 担 当 させ る こ と と した もの で あ る。

②  指 定 相 談 支援 の 基 本 的 留 意 点 (第 2号 )

指 定 相 談 支 援 は 、利 用 者 及 び そ の 家 族 の 主 体的 な参 加 及 び 白 らの

課 題 の 解 決 に 向 け て の 意 欲 の 醸 成 と相 ま っ て イfわ れ る こ とが 重 要
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で あ る。こ の た め に は 、指 定相 談 支 援 につ い て利 用 者 及 び そ の家 族

の 十分 な 理 解 が 求 め られ る もの で あ り、相 談 支 援 専 門 員 は 、指 定相

談 支 援 を懇 切 丁寧 に行 うこ とを 旨 と し、サ ー ビス の提 供 方 法 等 に つ

い て 理 解 しや す い よ うに 説 明 を行 うこ とが肝 要 で あ る。ま た 、必 要

に応 じて 、同 じ障 害 を有 す る者 に よ る支援 等 適 切 な 手 法 を通 じて行

うこ と とす る。

③  継 続 的 か つ 計 画 的 な福 祉 サ ー ビス 等 の利 用 (第 3号 )

利 用 者 の 自立 した 日常 生 活 の 支 援 を効 果 的 に行 うた め に は 、利 用

者 の 心 身 又 は 家 族 の状 態 等 に応 じて 、継 続 的 か つ 計 画 的 に 福 祉 サ ー

ビス 等 が 提 供 され る こ とが 重 要 で あ る。相 談 支 援 専 門員 は 、サ ー ビ

ス利 用 計 画 の 作 成 又 は 変 更 に 当 た り、継 続 的 か つ 計 画 的 な 支 援 とい

う観 点 に 立 っ て 福 祉 サ ー ビス 等 の 提 供 が 行 われ る よ うに す る こ と

が 必 要 で あ り、継 続 が 困難 な 、あ る い は必 要性 に 乏 しい福 祉 サ ー ビ

ス 等 の利 用 を助 長 す る よ うな こ とが あ っ て は な らな い。

④  総 合 的 な サ ー ビス利 用 計 画 の 作 成 (第 4号 )

サ ー ビス利 用 計 画 は 、利 用 者 の 日常 生 活 全 般 を支 援 す る観 点 に 立

っ て 作 成 され る こ とが 重 要 で あ る。こ の た め 、サ ー ビス利 用 計 画 の

作 成 ま た は 変 更 に 当た っ て は 、利 用 者 及 び そ の家 族 の 希 望 や ア セ ス

メ ン トに 基 づ き 、指 定 障 害 福 祉 サ ー ビス 等 以 外 の 、例 え ば 、保 健 医

療 サ ー ビス 、地 域 生 活 支 援 事 業 等 の 市 町 村 が 一
般 施 策 と して 行 うサ

ー ビス や 当該 地 域 の 住 民 に よ る 自発 的 な 活 動 に よ る サ ー ビス 等 の

利 用 も含 め て サ ー ビ ス利 用 計 画 に 位 置 づ け る こ とに よ り総 合 的 な

計 画 とな る よ う努 め な けれ ば な らな い。

⑤  利 用 者 等 に よ るサ ー ビス の 選 択 (第 5号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、利 用 者 等 が サ ー ビス を選 択 す る こ とを基 本 に 、

これ を支 援 す る もの で あ る。 こ の た め 、相 談 支 援 専 門 員 は 、当該利

用 者 等 が 居 住 す る地 域 の 特 定 障 告 福 社 サ ー ビス 事 業 者 等 に 関 す る

サ ー ビス の 内 容 、利 用 料 年 の情 報 を適 正 に利 用 考 ま た は そ の 家 族 に

対 して提 供 す る こ とに よ り、利 用 者 等 に サ ー ビス の 選 択 を求 め るべ
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き もの で あ り、特 定 の福 祉 サ ー ビス等 の 事 業 を行 う者 に不 当 に lFmし

た 情 報 を提 供 す る よ うな こ とや 、利 用 者 等 の選 択 を求 め る こ とな く

同
一 の 事 業 主 体 の 福 祉 サ ー ビス の み に よ る サ ー ビス 利 用 計 画 原 案

を最 初 か ら提 示 す る よ うな こ とが あ っ て は な らな い。

⑥  ア セ ス メ ン トの 実 施 (第 6号 )

サ ー ビス利 用 計 画 は 、個 々 の利 用 者 の 特 性 に応 じて 作成 され る こ

とが 重 要 で あ る。こ の た め 相 談 支援 専 門員 は 、サ ー ビス利 用 計 画 の

作 成 に先 立 ち利 用 者 の ア セ ス メ ン トを行 わ な け れ ば な らな い。

ア セ ス メ ン トとは 、利 用 者 の有 す る 日常 生 活 上 の能 力や 利 用 者 が

既 に 提 供 を受 け て い る福 祉 サ ー ビス 等 や 障 害 者 の状 況 等 の利 用 者

を 取 り巻 く環 境 等 の 評 価 を通 じて利 用 者 が 生 活 の 質 を維 持 ・向 上 さ

せ て い く上 で 生 じて い る 問題 点 を 明 らか に し、利 用 者 が 自立 した 日

常 生 活 を 営 む こ とが で き る よ うに 支 援 す る とで 解 決 す べ き課 題 を

把 握 す る こ とで あ り、利 用 者 の 生 活 全 般 に つ い て そ の状 態 を十 分 把

握 す る こ とが 重 要 で あ る。

な お 、当該 ア セ ス メ ン トは 、相 談 支 援 専 門 員 の 個 人 的 な考 え方 や

手 法 のみ に よ っ て行 わ れ て は な らず 、そ の者 の課 題 を客観 的 に抽 出

す る た め の 手 法 と して 合 理 的 な もの と認 め られ る適 切 な 方 法 を用

い な けれ ば な らな い も の で あ る。

な お 、 基 準 第 30条 第 2項 の規 定 に基 づ き 、 ア セ ス メ ン トの 記録

は 、 5年 間保 存 しな けれ ば な らな い。

⑦  ア セ ス メ ン トに お け る留 意 点 (第 7号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、ア セ ス メ ン トの 実 施 に 当 た って は 、必 ず 利 用

者 の 居 宅 を訪 問 し、利 用 者 及 び そ の家 族 に 面 接 して 行 わ な けれ ば な

らな い。 この 場 合 に お い て 、利 用者 や そ の 家 族 との 間 の信 頼 関係 、

協働 関係 の構 築 が 重 要 で あ り、相 談 支 援 専 門 員 は 、面 接 の趣 旨 を利

用 者 及 び そ の 家 族 に 対 して 十 分 に説 明 し、理 解 を得 な けれ ば な らな

い。この た め 、lNEl談支 援 専 門 員 は 面接 技 法 等 の研 鑽 に 努 め る こ とが

重 要 で あ る。
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③  サ ー ビス利 用 計 画 原 案 の作 成 (第 8号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、サ ー ビス利 用 計 画 が利 用 者 の 生 活 の 質 に 直接

影 響 す る重 要 な も の で あ る こ とを 十 分 に認 識 し、サ ー ビス利 用 計 画

原 案 を作 成 しな けれ ば な らな い。 した が って 、サ ー ビス利 用 計 画 原

案 は 、利 用 者 及 び そ の家 族 の希 望 並 び に利 用 者 につ い て把 握 され た

解 決 す べ き課 題 を まず 明 らか に した 上 で 、当該 地域 に お け る指 定 障

害 福祉 サ ー ビ ス等 が提 供 され る体 制 を勘 案 し、実現 可 能 な もの とす

る必 要 が あ る。

なお 、当該 サ ー ビス利 用 計 画 原 案 に は 、提 供 され る福 祉 サ ー ビス

等 につ い て 、そ の 長 期 的 な 目標 及 び そ れ を達 成 す る た め の短 期 的 な

目標 並 び に そ れ らの達 成 時 期 等 を 明 確 に盛 り込 み 、当該 達 成 時 期 に

は サ ー ビス利 用 計 画 及 び 各 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビス等 の 評 価 を 行 い

得 る よ うにす る こ とが 重 要 で あ る。

③  サ ー ビス 担 当者 会 議 等 に よ る専 門 的 意 見 の聴 取 (第 9号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、効 果 的 か つ 実 現 可 能 な質 の 高 い サ ー ビス 利 用

計 画 を作 成 す るた め 、各 サ ー ビス が 共 通 の 目標 の達 成 の た め に 具 体

的 なサ ー ビス の 内 容 と して何 が で き るか な どに つ い て 、サ ー ビ ス利

用 計 画原 案 に 位 置 づ けた 福 祉 サ ー ビス等 の担 当者 (以 下 「担 当者 」

とい う。)か らな る サ ー ビス担 当者 会 議 の 開 催 又 は 当該 担 当者 へ の

熙 会 等 に よ り、専 門 的 な 見 地 か らの 意 見 を求 め る こ とが 重 要 で あ る。

な お 、相 談 支 援 専 門 員 は 、利 用 者 の 状 態 を分 析 し、複 数 職 種 間 で 直

接 に 意 見 調 整 を行 う必 要 の 有 無 に つ い て 十 分 見 極 め る必 要 が あ る

もの で あ る。

なお 、 「障 害 者 自 立支 援 法 に 基 づ く指 定 障 害 福 祉 サ ー ビス の 事 業

等 の人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関 す る基 準 」(平 成 18年 厚 生 労働 省 令 第

171号 )第 12条 に お い て 、指 定 障 害 福 祉 サ ー ビス 事 業 者 は 、 市町

村 又 は 相 談 支 援 事 業 者 が 行 う連 絡 調 整 に 協 力 しな けれ ば な ら な い

旨の規 定 を置 い て い る。

なお 、 基 準 第 30条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 会議 等 の 記 録 は 、 5
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年 間保 存 しな けれ ば な らな い。

①  サ ー ビス 利 用 計 画 の説 明及 び 同 意 (第 10号 )

サ ー ビス利 用 計 画 に位 置 付 け る福 祉 サ ー ビス の 選 択 は 、利 用 者 自

身 が行 うこ とが基 本 で あ り、ま た 、当該 計 Lal‐は利 用 者 の 希 望 を尊重

して 作 成 され な けれ ば な らな い。この た め 、当該 計 画 原 案 の作 成 に

当た つ て 、これ に位 置 付 け るサ ー ビス につ い て 、ま た 、サ ー ビス の

内容 に つ い て も利 用者 の希 望 を尊 重 す る と と もに 、作 成 され た サ ー

ビス利 用 計 画 の原 案 に つ い て も、最 終 的 に は 、そ の 内容 に つ い て説

明 を行 っ た 上 で 文 書 に よ っ て 利 用 者 の 同 意 を得 る こ と を義 務 づ け

る こ とに よ り、利 用者 に よ るサ ー ビス の選 択 や サ ー ビス 内容 等 へ の

利 用 者 の 意 向 の反 映 の機 会 を保 障 しよ うとす る も の で あ る。

な お 、利 用 者 へ の説 明 に 当 た っ て は 、当該 計 画 原 案 に位 置 付 けた

サ ー ビス が 、利 用 者 負 担 が 生 じる介 護 給 付 等 の 対 象 とな るか 区分 し

た 上 で 行 う必 要 が あ る。

①  サ ー ビス 利 用 計 画 の 交 付 (第 11号 )

サ ー ビス利 用 計 画 を作 成 した 際 に は 、遅 滞 な く利 用 者 等 及 び 担 当

者 に 交 付 しな けれ ば な らな い。

ま た 、相 談 支 援 専 門員 は 、担 当者 に対 して サ ー ビス利 用 計 画 を交

付 す る際 に 、当該 計 画 の趣 旨及 び 内 容 等 につ い て 十 分 に 説 明 し、各

担 当 者 との 共 有 、連 携 を図 つ た 上 で 、各 担 当者 が 自 ら提 供 す る福 祉

サ ー ビ ス 等 の 当該 計 画Fに お け る位 置 付 け を理 解 で き る よ うに 配 慮

す る必 要 が あ る。

な お 、基 準 第 30条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き、サ ー ビス利 用 言卜画 は 、

5年 間保 存 しな けれ ば な らな い。

②  サ ー ビス利 用 計 画 の 実 施 状 況 等 の把 握 及 び 評 価 等 (第 12号 )

指 定 相 談 支 援 に お い て は 、利 用 者 の有 す る解 決 す べ き課 題 に 即 し

た 適 L‐7Jなサ ー ビス を組 み 合 わ せ て 利 用 者 に 提 供 し続 け る こ とが 重

要 で あ る。こ の た め に相 談 支 援 専 門 員 は 、利 用 者 の解 決 す べ き課題

の 変 化 に 留 iます る こ とが 重 要 で あ り、サ ー ビス利 用 計 画 の 作 成 後 に



お い て も、利 用 者 及 び そ の家 族 、福 祉 サ ー ビス の事 業 を行 う千 等 と

の連 絡 を継 続 的 に行 うこ とに よ り、サ ー ビス利 用 計 画 の 実施 状 況 や

利 用 者 につ い て の 解 決 す べ き課題 の 把 握 を行 い 、必 要 に応 じて サ ー

ビス利 用 計 画 の 変 更 、福祉 サ ー ビス 事 業 を行 う者 等 との連 絡 調 整 そ

の他 の便 宜 の提 供 を行 うもの とす る。

な お 、利 用 者 の解 決 す べ き課題 の 変 化 は 、利 用 者 に 直接 サ ー ビス

を提 供 す る福 祉 サ ー ビス 事 業 を行 う者 等 に よ り把 握 され る こ と も

多 い こ とか ら、相 談 支 援 専 門員 は 、当該 福 祉 サ ー ビス の 事 業 を行 う

者 等 の サ ー ビス 担 当者 と緊密 な連 携 を 図 り、利 用者 の解 決 す べ き課

題 の 変 化 が認 め られ る場 合 に は 、円滑 に連 絡 が行 われ る よ う体 制 の

整 備 に努 め な けれ ば な らな い。

な お 、基 準 第 30条 第 2項 の規 定 に 基 づ き 、福 祉 サ ー ビス 等 の事

業 を行 う者 等 との 連 絡 調整 に 関す る記 録 は 、5年 間保 存 しな けれ ば

な らな い。

①  モ ニ タ リン グ の 実 施 (第 13号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、モ ニ タ リン グに 当 た っ て は 、サ ー ビス利 用 計

画 の 作 成 後 にお い て も 、利 用 者 及 び そ の 家 族 、福 祉 サ ー ビス の事 業

を行 う者 等 との 連 絡 を継 続 的 に行 うこ と と し、少 な く と も 1月 に 1

回 は利 用者 の居 宅 で 面 接 を行 い 、そ の 結 果 を記 録 す る こ とが 必 要 で

あ る。

な お 、基 準 第 30条 第 2項 の規 定 に 基 づ き 、 モ ニ タ リン グ の 結 果

は 、 5年 間保 存 しな けれ ば な らな い。

①  サ ー ビス利 用 計 画 の 変 更 の 必 要 性 に つ い て の サ ー ビス 担 導者 会

議 等 に よ る 専 門 的 意 見 の聴 取 (第 14号 )

相 談 支援 専 門 員 は 、計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 が 支 給 決 定 の 変 更 の 決

定 を受 けた 場 合 に 、サ ー ビス担 当者 会 議 の 開催 、担 当者 に 対 す る照

会 等 に よ り、サ ー ビス利 用 言卜画 の 変 更 の 必 要性 に つ い て 、担 当者 か

ら、専 門 的 な 見 地 か らの 舌 見 を求 め る もの とす る。当該 サ ー ビ ス担

当子 会 議 の 要 点 又 は 当該 担 当 者 へ の 照 会 内 容 に つ い て は 記 録 す る
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と と tぅに 、 基 準 第 30条 第 2項 の 規 定 に基 づ き、 当該 記 録 は 、 5年

間保 存 しな けれ ば な らな い。

また 、上記 の 担 当者 か らの 意 見 に よ り、サー ビス利 用 計 画 の変 更

の必 要 が な い 場 合 に お い て も、記 録 の 記 載 及 び 保 存 に つ い て は 同様

で あ る。

①  サ ー ビス利 用 計 画 の変 更 (第 15号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、サ ー ビス利 用 計 画 を変 更 す る際 に は 、原 則 と

して 、基 準 第 15条 第 3号 か ら第 11号 ま で に規 定 され た サ ー ビス利

用 計 画 作 成 に 当た っ て の 一
連 の 業 務 を行 うこ とが 必 要 で あ る。

な お 、利 用 者 等 の希 望 に よ る軽 微 な 変 更 (サ ー ビス 提 供 日時 の変

更 等 )を 行 う場 合 に は 、こ の必 要 は な い もの とす る。 た だ し、この

場 合 にお い て も、相 談 支 援 専 門 員 が利 用者 の解 決 す べ き課 題 の変 化

に留 意 す る こ とが 重 要 で あ る こ とは 、 同 条 第 12号 (サ ー ビス利 用

計 画 の 実 施 状 況 等 の把 握 及 び 評 価 等 )に 規 定 した とお りで あ るの で

念 の た め 申 し添 え る。

①  障 害 福 祉 施 設 等 へ の紹 介 そ の 他 の便 宜 の提 供 (第 16号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、適 切 な福 祉 サ ー ビス 等 が総 合 的 か つ 効 率 的 に

提 供 され て い る に もか か わ らず 、利 用 者 が そ の居 宅 に お い て 日常 生

活 を 営 む こ とが 困 難 とな っ た と認 め る場 合 又 は 利 用 者 が 障 害 福 祉

施 設 等 へ の入 院 又 は入 所 を希 望 す る場 合 に は 、病 院 又 は 障 害 福 祉 施

設 へ の紹 介 そ の 他 の便 宜 の 提 供 を行 うもの とす る。

①  障 害 福 祉 施 設 等 との連 携 (第 17号 )

相 談 支 援 専 門 員 は 、病 院 又 は 障 害 福 祉 施 設 か ら退 院 又 は 退 所 しよ

うとす る利 用 者 か ら相 談 支 援 の依 頼 が あ つ た場 合 に は 、居 宅 に お け

る生 活 へ 円 滑 に移 行 で き る よ う、障 害 福 祉 施 設 等 と連 携 を 図 る と と

もに 、あ らか じめ 必 要 な情 報 の提 供 や 助 言等 の援 助 を行 うも の とす

る。

(12)利 用 者 等 に 対 す るサ ー ビ ス利 用 言十画 等 の 書類 の 交 付 (基 準 第 16
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条 )

指 定 相 談 支 援 事 業 者 は 、利 用 者 等 が他 の 指 定相 談 支 援 事 業 者 の利 用

を希 望 す る場 合 そ の 他 利 用 者 等 か らの 中 し出 が あ つ た 場 合 に は 、変

更 後 の 指 定 相 談 支 援 事 業 者 が 滞 りな く指 定 相 談 支 援 の 業 務 を行 うこ

とが で き る よ う、 当該 利 用 者 等 に対 し、 直 近 の サ ー ビス利 用 計 画 及

び そ の 実 施 状 況 に 関 す る 書 類 を 交付 しな けれ ば な らな い こ と と した

もの で あ る。

(13)計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 に 関 す る 市町 村 へ の 通 知 (基 準 第 17条 )

法 第 8条 第 1項 の 規 定 に よ り、市町 村 は 、偽 りそ の他 不 正 な 手 段 に

よ っ て 自 立 支 援 給 付 の 支 給 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 そ の者 か ら、

そ の 支 給 を受 け た額 に 相 当 す る金 額 の 全 部 又 は 一 部 を徴 収 す る こ と

が で き る こ とに鑑 み 、 指 定 相 談 支 援 事 業 者 は 、 そ の 計 画 作 成 対 象 障

害 者 等 が 偽 りそ の他 不 正 な 手 段 に よ っ て サ ー ビス 利 用 計 画 作 成 費 の

支 給 を受 け 、 又 は受 け よ う と した と き は 、 遅 滞 な く、 意 見 を付 して

市町 村 に 通 知 しな けれ ば な らな い こ と と した もの で あ る。

(14)管 理 者 の責 務 (基 準 第 18条 )

指 定 相 談 支援 事 業 所 の 管 理 者 は 、従 業 者 及 び 業 務 の 一 元 的 管 理 並 び

に従 業 者 に基 準 第 2章 第 3節 (運 営 に 関 す る基 準 )を 遵 守 させ るた

め の 指 揮 命 令 を行 うこ とを規 定 した もの で あ る。

(15)運 営 規 程 (基 準 第 19条 )

指 定 相 談 支援 の 事 業 の 適 正 な 運 営 及 び 利 用 者 に 対 す る適 切 な 指 定

相 談 支 援 の 提 供 を確 保 す る た め 、基 準 第 19条 第 1号 か ら第 8号 まで

に 掲 げ る 事 項 を 内 容 とす る規 程 を定 め る こ と を指 定 相 談 支 援 事 業 所

ご とに義 務 づ け た もの で あ る が 、特 に 次 の 点 に留 意 す る もの とす る。

O 職 員 の職 種 、員 数 及 び 職 務 内 容 (第 2号 )

職 員 に つ い て は 、相 敲 支 援 専 門 員 とそ の 他 の職 真 に 区分 し、員数



及 び職 務 内 容 を記 載 す る こ と とす る。

②  指 定 lSll談支 援 の 提 供 方 法 及 び 内 芥 並 び に計 画 作 成 対 象 障 害 者 等

か ら受 領 す る費 用 及 び そ の額 (第 4号 )

指 定 相 談 支 援 の 提 供 方 法 及 び 内 容 に つ い て は 、サ ー ビス の 内 容 及

び 計 画 作 成 対 象 障 害者 等 か ら相 談 を受 け る場 所 、課 題 分 析 の 手 順 等

を記 載 す る も の とす る。

計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 か ら受 領 す る 費 用 及 び そ の額 に つ い て は 、

サ ー ビス利 用 計 BLi作成 費 (法 定 代 理 受 領 を行 わ な い場 合 に 限 る。)

の ほか に 、基 準 第 12条 第 2項 に 規 定 す る額 を指 す もの で あ る。

③  通 常 の事 業 の 実 施 地 域 (第 5号 )

通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 は 、客 観 的 に そ の 区域 が特 定 され る も の と

す る こ と。な お 、通 常 の事 業 の 実 施 地 域 は 、利 用 申 込 み に係 る調 整

等 の観 点 か らの 目安 で あ り、当該 地 域 を越 えて サ ー ビス が行 わ れ る

こ とを妨 げ る もの で は な い もの で あ る こ と。

④  事 業 の 主 た る対 象 とす る障 害 の 種 類 を 定 め た 場 合 に は 当 該 障 害

の種 類 (第 6号 )

指 定相 談 支 援 事 業 者 は 、障 害 の種 類 に か か わ らず 利 用 者 を受 け入

れ る こ とを基 本 とす る が 、サ ー ビス の 専 門性 を確 保 す るた め や む を

得 な い と認 め られ る場 合 にお い て は 、事 業 の 主 た る対 象 とす る障 害

の 種 類 を特 定 して 事 業 を実 施 す る こ と も可 能 で あ る こ と。

⑤  虐 待 の 防 止 の た め の措 置 に 関 す る事 項 (第 7号 )

施 設 にお け る 「虐 待 の 防 止 の た め の特 置 Jに つ い て は 、 「障 害 者

(児 )施 設 に お け る虐 待 の 防 止 に つ い て 」 (平成 17年 10月 20日

障 発 第 1020001号 当職 通 知 )に 準 じた 取 り扱 い をす る こ と と し、精

定 相 談 支 援 事 業 者 は 、利 用 者 に 対 す る虐 待 を 早期 に 発 見 して 迅 速 か

つ 適 切 な対 応 が 図 られ るた め の必 要 な措 置 に つ い て 、あ らか じめ 運

営 規 模 に 定 め る こ と と した もの で あ る。

具 '本白勺に は 、

ア 虐 待 の 防 止 に 関 す る責任 者 の 選 定
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イ 成 年 後 見 制度 の利 用 支 援

ウ 苦 情 解 決 体 制 の整 備

工  従 業 者 に対 す る虐 待 の 防 止 を啓 発 ・普及 す る た め の研 修

の 実 施 (研 修 方 法 や 研 修 計 画 な ど)

等 を指 す もの で あ る こ と。

(16)勤 務 体 制 の確 保 等 (基 準 第 20条 )

利 用 者 等 に 対 す る適 切 な指 定相 談 支 援 の提 供 を確 保 す るた め 、従 業

者 の 勤 務 体 市J等 に つ い て 規 定 した も の で あ る が 、 次 の 点 に 留 意 す る

必 要 が あ る。

①  基 準 第 20条 第 1項 は 、指 定 相 談 支 援 事 業 所 ご とに 、原 則 と して

月 ご との 勤 務 表 を作 成 し、従 業 者 に つ い て は 、 日々 の 勤 務 時 間 、職

務 の 内 容 、常 勤 ・非 常 勤 の 別 、管 理 者 との兼 務 関係 等 を明確 に す る

こ とを 定 め た もの で あ る こ と。

②  同 条 第 2項 は 、 当該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の従 業 者 に よ っ て 指 定

相 談 支 援 を提 供 す るべ き こ とを規 定 した もの で あ るが 、指 定 相 談 支

援 事 業 所 の 従 業 者 とは 、雇 用 契 約 そ の他 の契 約 に よ り、当 該 事 業所

の管 理 者 の 指 揮 命 令 下 に あ る従 業 者 を指 す もの で あ る こ と。

③  同 条 第 3項 は 、 当該 指 定 相 談 支 援 事 業所 の従 業者 の質 の 向 上 を

図 るた め 、研 修 機 関 が 実 施 す る研 修 や 当該 事 業 所 内 の研 修 へ の 参加

の機 会 を 計 画 的 に確 保 す る こ と と した もの で あ る こ と。

(17)設 備 及 び備 品 等 (基 準 第 21条 )

①  事 務 室

指 定 相 談 支 援 事 業所 に は 、事 業 の 運 営 を行 うた め に 必 要 な 面 積 を

有 す る専 用 の 事 務 室 を設 け る こ とが 望 ま しい が 、間仕 切 りす る 等他

の 事 業 の 用 に 供 す る もの と明確 に 区 分 され る場 合 は 、他 の 事 業 と同

本の 事 務 室 で あ っ て t)差 し支 え な い 3

な お 、こ の 場 合 に 、X分 が され て い な くて も業 務 に 支 障 が な い と

16‐



き は 、指 定相 談 支 援 の 事 業 を行 うた め の 区 画 が 明確 に特 定 され て い

れ ば 足 りる もの とす る。

②  受 付 等 のス ペ ー ス の確 保

事 務 室 又 は指 定 相 談 支 援 の事 業 を行 うた め の 区画 に つ い て は 、利

用 申込 み の受 付 、相 談 、サ ー ビス担 当者 会 議 等 に 対 応 す るの に適 切

な ス ペ ー ス を確 保 す る もの と し、相 談 の た め の スペ ー ス等 は利 用 者

等 が 直 接 出入 りで き る な ど利 用 しや す い 構 造 とす る。

③  設 備 及 び備 品等

指 定 相 談 支 援 事 業 者 は 、指 定相 談 支 援 に必 要 な 設 備 及 び備 品 等 を

確 保 す る もの とす る。た だ し、他 の 事 業 所 、施 設 等 と同 一
敷 地 内 に

あ る場 合 で あ っ て 、指 定 相 談 支 援 の 事 業 又 は 当該 他 の事 業 所 、施 設

等 の 運 営 に支 障 が な い 場 合 は 、当該 他 の事 業 所 、施 設 等 に備 え付 け

られ た 設 備 及 び備 品 等 を使 用 す る こ とが で き る も の とす る。

な お 、事務 室 又 は 区 画 、設 備 及 び備 品 等 に つ い て は 、必 ず しも事

業 者 が 所 有 して い る必 要 は な く、貸 与 を受 け て い る もの で あ っ て も

差 し支 え な い。

(18)衛 生 管 理 等 (基 準 第 22条 )

指 定 相 談 支援 事 業者 は 、従 業 者 の 清 潔 の保 持 及 び 健 康 状 態 の 管 理 並

び に 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 の 衛 生 的 な 管 理 に 努 め る

べ き こ と を規 定 した も の で あ る。

(19)秘 密 保 持 等 (基 準 第 24条 )

①  基 準 第 24条 第 1項 は 、指 定榊 談 支 援 事業 所 の 従 業 者 及 び 管 理 者

に 、そ の 業 務上 知 り得 た 利 用 千 又 は そ の 家 族 の 秘 密 の保 持 を義 務 づ

け た も の で あ る。

②  同 条 第 2項 は 、 指 定 神 談 支援 事 業 子 に 対 して 、 過 去 に 当該 指 定

lH談 支 援 事業 所 の 従 業 者 及 び 管 理 考 で あ っ た 者 が 、そ の 業務 上 知 り
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得 た利 用考 文 はその家族 の秘密 を漏 らす こ とが ない よ う必要 な措

置 を取 ることを義務づ けた もので あ り、具体的 には、指 定和談支援

事業者 は、当該指定相 談支援事業所 の従業者等が、従業者等 でな く

なった後 にお いて もこれ らの秘密 を保持すべ き旨を、従 業者 の雇用

時等に取 り決 め、例 えば違約金 につ いての定めを置 くな どの措置 を

講ずべ きこととす るものである。

③  同 条第 3項 は、相談支援 専門員及びサー ビス利用計画 に位置付

け られ た各福祉 サー ビス等の担 当者 が、サー ビス担 当者会議等 にお

いて利用者又 はその家族 の個 人情報 を用い る場合 は、指定相談支援

事業者 等 は、あ らか じめ、文書 に よ り利 用者 又はその家族 か ら同意

を得 る必要が あることを規定 した ものであるが、この同意 は、サー

ビス提 供 開始 時 に利 用者及び そ の家族 か ら包括 的 な 同意 を得 てお

くことで足 りるものである。

(20)障 害 福 祉 サ ー ビス 事 業 者 等 か らの利 益 収 受 等 の禁 止 (基 準 第 26

条 )

①  基 準 第 26条 第 1項 は 、サ ー ビス利 用 計 画 の 作 成 又 は変 更 に 関 し、

指 定 相 談 支 援 事 業 者 及 び 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 管 理 者 が 当該 指 定

相 談 支 援 事 業 所 の 相 談 支 援 専 門 員 に 利 益 誘 導 の た め に特 定 の 福 祉

サ ー ビス の 事 業 を 行 う者 等 に よ る サ ー ビス を位 置 付 け る 旨 の 指 示

等 を行 うこ と を禁 じる もの で あ る。これ は 、サ ー ビス 利 用 計 画 が あ

く まで 利 用 者 の 解 決 す べ き課 題 に 即 した も の で あ る こ と を 要 求 し

た もの で あ る。例 え ば 、指 定相 談 支 援 事 業 者 又 は 指 定 相 談 支 援 事 業

所 の 管 理 者 が 、同 一 法 人 系 列 の福 祉 サ ー ビス の事 業 を行 う者 の み を

位 置 付 け る よ うに指 示 す る こ と等 に よ り、解 決 す べ き課 題 に反 す る

ば か りで な く、事 実 11他 の 福 rlLサー ビ ス の 事 業 を行 う者 の利 用 を妨

げ る こ とを精 す もの で あ る。

②  同 条 第 2項 は 、指 定 相 談 支 援 事 業 所 の相 談 支 援 専 門員 が 利 用者

に利 益 誘 導 の た め に 特 定 の 福 れLサ ー ビ ス の 事 業 を行 う青 に よ るサ
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― ビス を利 用 す べ き 旨の 指 示 等 を行 うこ とを禁 止 した 規 定 で あ る。

これ も前 項 と同様 、相 談 支 援 の 公 正 中 立 を うた った もの で あ り、例

え ば 、指 定相 談 支 援 事 業 所 の相 談 支 援 専 門員 が 、同 一法 人 系 列 の福

祉 サ ー ビス の 事 業 を行 う者 の み を利 用 す る こ と を指 示 す る こ と等

に よ り、解 決 す べ き課 題 に反 す るば か りで な く、事 実 上他 の福 祉 ナ

ー ビス の 事 業 を行 う者 の利 用 を妨 げ る こ とを指 す もの で あ る。

③  同 条 第 3項 は 、相 談 支 援 の 公 正 中 立 を確 保 す る た め に 、指 定相

談 支 援 事 業 者 及 び そ の 従 業 者 が 、利 用 者 に 対 して特 定 の 福 祉 サ ー ビ

ス の事 業 を 行 う者 等 に よ るサ ー ビス を利 用 させ る こ との 対 償 と し

て 、当該 福 祉 サ ー ビス の事 業 を行 う者 等 か ら金 品 そ の他 の財 産 上 の

利 益 を 享 受 して は な らな い こ と と した もの で あ る。

(21)苦 情 解 決 (基 準 第 27条 )

①  基 準 第 27条 第 1項 は 、利 用 者 の 保 護 及 び 適 切 か つ 円 滑 な指 定相

談 支援 及 び 福 祉 サ ー ビス 等 の利 用 に 資 す るた め 、自 ら提 供 した 指 定

相 談 支 援 又 は サ ー ビス利 用 計 画 に 位 置 付 け た 福 祉 サ ー ビス 等 に 対

す る利 用 者 及 び そ の 家 族 か らの 苦 情 に迅 速 か つ 適 切 に 対 応 しな け

れ ば な らな い こ と と した もの で あ る。そ の た め に 、苦 情 を受 け付 け

るた め の 窓 口 を設 置 す る な ど、苦 情 解 決 の体 制 及 び 手 順 等 当該 事 業

所 に お け る 昔 情 を解 決 す る た め の 必 要 な 措 置 を講 じな け れ ば な ら

な い。

当該 措 置 の概 要 に つ い て は 、相 談 窓 日の連 絡 先 、苦 情 処 理 の体 制

及 び 手 順 等 を重 要 事 項 を 記 した 文 書 等 に 記 載 して 利 用 幸 に 説 明 す

る と と も に 、 事 業 所 に 掲 示 す る こ とが 望 ま しい。

②  同 条 第 2項 は 、 告 情 に 対 し指 定 相 談 支 援 事 業 者 が 組 織 と して迅

速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め 、当該 苦 情 (指 定 TH談 支 援 事 業 者 が提 供

した サ ー ビス とは 関係 の な い も の を 除 く3)の 受 付 日、 内容 等 を 記

録 す る こ とを 義 務 付 け た もの で あ る。また 、指 定 IH談 支 援 事 業 所 は 、

苦 情 が サ ー ビス の 質 の 向 Lを FAlる卜で の 重 要 な 情 報 で あ る との 認
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識 に 立 ち 、苦 情 の 内 容 を踏 ま え、サ ー ビス の 質 の 向 上 に 向 け た 取 り

組 み を 自 ら行 うべ き で あ る。

なお 、 基 準 第 30条 第 2項 の規 定 に基 づ き 、 苦 情 の 内容 等 の 記 録

は 、5年 間保 存 しな けれ ば な らな い。

③  同 条 第 3項 か ら第 6項 まで の規 定 は 、住 民 に最 も身 近 な行 政 庁

で あ る 市町村 及 び 市町 村 の総 括 的 立 場 に あ る都 道 府 県 が 、サ ー ビス

に 関す る苦情 に 対 応 す る必 要 が 生 ず る こ とか ら、市町 村 及 び都 道府

県 が 、指 定相 談 支 援 事 業 者 に 対 す る苦 情 に 関 す る調 査 や 指 導 、助 言

及 び 報 告命 令 を行 え る こ とを運 営 基 準 上 、 明確 に した もの で あ る。

④  同 条 第 7項 は 、 社 会 福祉 法 上 、 都 道 府 県 社 会 福 祉 協議 会 の 運 営

適 正 化 委 員 会 が 福 祉 サ ー ビス に 関 す る 苦 情 の 解 決 に つ い て 相 談 等

を 行 うこ と と され た こ とを受 け て 、運 営 適 正 化 委 員 会 が行 う同 法 第

85条 に 規 定 す る調 査 又 は あ つせ ん に で き る だ け協 力 す る こ と と し

た もの で あ る。

(22)事 故 発 生 時 の 対 応 (基 準 第 28条 )

利 用 者 等 が安 心 して 指 定 相 談 支 援 の提 供 を 受 け られ る よ う、 指 定

相 談 支 援 事 業者 は 、 利 用 者 等 に 対 す る指 定 相 談 支 援 の 提 供 に よ り事

故 が 発 生 した 場 合 は 、都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 当 該 利 用 者 等 の 家 族 等

に 対 して 連 絡 を行 う と と も に 、 必 要 な措 置 を 講 じ、 ま た 、 利 用 者 等

に 対 す る指 定相 談 支 援 の 提 供 に よ り賠 償 す べ き事 故 が 発 生 した 場 合

は 、 損 害 賠 償 を 速 や か に 行 わ な けれ ば な らな い こ と と した もの で あ

る。

な お 、 基 準 第 30条 第 2項 の 規 定 に 基 づ き 、 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に

際 して採 った 処 置 に つ い て の記 録 は 、5年 間保 存 しな けれ ば な らな い 3

こ の ほ か 、以 下の 点 に 留 意 す る も の とす る。

①  利 用 者 等 に 対 す る指 定 和 談 支 援 の提 供 に よ り事 故 が 発 生 した 場

合 の対 応 方 法 に つ い て は 、あ らか じめ指 定 相 談 支 援 事業者 が 定 め て

お く こ とが望 ま しい こ と.
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②  指 定 相 談 支 援 事 業 者 は 、 賠 償 す べ き 事 態 にお い て 速 や か に 賠 償

を行 うた め 、 損 害 賠 償 保 険 に加 入 して お くこ とが 望 ま しい こ と。

③ 指 定相談 支援事業者 は、事故 が生 じた際にはそ の原 因を解 明 し、

再発生 を防 ぐための対策 を講 じる こ と。

なお、「福祉 サー ビスにお ける危機 管理 (リスクマネ ジメン ト)に

関す る取 り組 み指針 」(平成 14年 3月 28日 福祉サー ビスにお ける危

機 管理 に関す る検討会)が 示 され てい るので、参考 に され たい。

(23)会 計 の 区分 (基 準 第 29条 )

指 定相 談 支 援 事 業 者 は 、指 定 相 談 支 援 事 業 所 ご とに 経 理 を 区 分 す る

と と もに 、 指 定 相 談 支 援 の 事 業 の 会 計 とそ の 他 の事 業 の 会 計 を 区分

しな けれ ば な らな い こ と と した も の で あ る。

(24)記 録 の 整 備 (基 準 第 30条 )

基 準 第 30条 第 2項 に よ り、 指 定 相 談 支 援 事 業者 は 、少 な く と も次

に 掲 げ る記 録 を そ の 完 結 の 日か ら 5年 間備 え て お か な けれ ば な らな

い こ と と した もの で あ る こ と。

①  第 15条 第 12号 に規定す る福祉 サー ビス等の事業 を行 う者 等 と

の連絡調整 に関す る記録

②  個 々の利 用者 ご とに次に掲 げ る事項 を記載 した相 談支援 台帳

イ サ ー ビス利 用計画

口 第 15条 第 6号 に規 定す るアセ ス メン トの記録

ハ 第 15条 第 9号 に規 定す るサー ビス担 当者会議 等 の記録

二 第 15条 第 13号 に規定す るモ ニ タ リングの結果 の記録

③  第 17条 に規 定す る市肝r村 へ の通 知 に係 る記録

0 第 27条 第 2項 に規 定す る苦情 の内容 等の記録

⑤  第 28条 第 2項 に規定す る事故 の状況及び事故に際 して採 った処

置についての記録

つ
コ


